
当社グループは、業務の遂行に際して、人権の尊重を遵守するとともに、実効性のある

仕組みづくりに向けた取り組みを強化しています。今後は、「世界人権宣言」をはじめと

する国際基準を踏まえて、人権に関する基本方針を定めていく考えです。

基本的な考え方

当社グループは、従業員が健康に働くことができる職場づくりをめざす一環として、健

康経営の推進を図っています。従業員の健康の維持、向上に対して、さまざまな施策に

取り組むことで、将来的には健康経営優良法人の認定取得をめざしています。

基本的な考え方

人権の尊重 健康経営の推進

内部通報規程：内部相談件数

当社グループでは、内部通報に関する規程

を制定し、社内相談窓口と社外相談窓口を

設置しています。これにより、組織的または

個人的な不正行為に関して、従業員などか

らの相談を受け付けるとともに、不適切行

為の早期発見と自浄作用の向上、社会的

信頼の確保に努めています。

従業員の健康管理

❶健康保険組合との連携による取り組み
具体的には、健康保険組合に過去の特定健診・特定保健指導デー

タの分析依頼を行い、2016年度より3年分のデータの推移を把握

しました。これによると、特定健診の受診率・特定保健指導利用率

は、年々上昇していることで健保組合平均を上回っている一方、特

定保健指導対象者率は、2016年度および2018年度において健保

組合平均より上回る結果となりました。

また、生活習慣病に関わる一人当たりの医療費においても、2016年

度は健保組合平均より下回っていましたが、2017年度以降上昇傾

向を続け組合平均を大きく上回る結果となっています。そのために

特定保健指導対象者に対して特定保健指導利用の案内を強化し、

健康に関する意識向上を推進します。従業員が安心して仕事ができ

る健康状態を維持してもらうよう、運動・睡眠・食生活・ストレス面な

どのサポートを充実してまいります。

❷システムの導入
システム導入により、健康診断受診状況、再検査対象者受診状況などの全社一元管理が可能になり、情報共有化が進み、受診漏れを防ぐこ

とができるようになりました。また、勤怠管理との連携により、多残業者の把握、リアルタイムでのストレスチェック実施、産業医との情報共

有が可能となり、面談実施の可否の把握がしやすくなります。さらに、各自がパソコンおよびスマートフォンより健康診断結果を閲覧するこ

とができるので、従業員の健康意識向上へ寄与するものと期待しています。

インフルエンザ予防接種補助金対象者枠の拡大

新型コロナウイルスと季節型インフルエンザの同時流行に備えて、

会社のインフルエンザ予防接種補助金の対象者を、健康保険の被

保険者・被扶養者に加えて、同居家族にも拡大したことにより接種

率が増加しました。

新型コロナウイルス感染症対策

新型コロナウイルス感染症の予防を徹底するため、玄

関に非接触型の体温検知カメラを設置した他、受付に

はアクリル板を設置しています。また、ミーティング室、

会議室、各事務室には空気清浄機、アクリル板、二酸化

炭素濃度計などを設置して感染予防を図っています。

ハラスメント防止／育児休業面談

妊娠・出産、育児休業・介護休業などに対する事業主の

不利益取り扱いは、法律で禁止されていますが、平成29

年に「上司・同僚からの職場における妊娠・出産・育児休

業・介護休業などに関するハラスメント」をマタニティハ

ラスメント（マタハラ）として禁止され、セクハラと同様

に、雇用主に対して防止措置を講じることが義務付けら

れました。当社グループでは、育児休業の開始および復

帰の前後には、本人と上司、総務の三者による面談を実

施し、休業取得者の復帰時の不安解消と上司の理解の

促進に取り組んでいます。これにより、職場における妊娠期間中の体調や

復帰後の働き方に対する理解の促進、アンコンシャス・バイアス（無意識

の偏見）の排除に努めております。

パワーハラスメント研修（2月度管理職研修）

2020年6月、改正労働施策総合推進法（通称、パワハラ防止

法）が施行されました。これにともない、当社グループにおいて

は、職場におけるハラスメントを防止する観点から各種の取り

組みを行っています。毎年2月には、当社グループの全従業員

を対象としたコンプライアンス教育を実施しています。

管理職教育を追加することによるパワハラ防止の徹底

2021年2月、全管理職を対象としたパワハラ防止研修を行い

ました。新型コロナウイルス感染予防対策のため、在宅勤務を

行っている従業員に対しては、Web配信による研修も併せて

実施しました。

研修の講師には、当社の顧問弁護士である共栄法律事務所

の濱先生をお迎えして、以下の2つのテーマで研修を行いま

した。

直近の取り組み
毎年2月　   大阪有機化学工業グループの全従業員を対象とした
　　　  　  コンプライアンス教育
2018年度　職場のハラスメント防止に関する取り組みについての説明
　　　  　　（社長、管理本部長）
　　　  　　大阪有機化学工業グループ全従業員へ周知
　　　  　　21世紀職業財団によるハラスメント社外相談窓口を設置
2021年度　社外講師を招いてのパワハラ防止研修（全管理職対象）

面談時期

妊娠報告後

休業2か月前

出産6か月後

復帰2か月前

復帰2か月後

種類

三者面談①

三者面談②

総務部と二者面談

三者面談③※延長時は半年ごとに延長時面談

三者面談④

内部通報件数・相談件数

2017 2018 2019 2020
（年度）

■相談件数
■内部通報件数

1 1

44

7

①パワーハラスメントに対する法的規制

　2020年6月施行の改正労働施策総合推進法によるパワハラ防止対策の義務

化、法律で定められた講ずべき措置と、それを怠った場合の罰則および民事責任

での賠償請求の説明がされました。また、注意・指導が相手方の人格否定や人格

への攻撃におよぶかなど、判断の難しいパワハラと指導・注意との境界線につい

ては、判例をもとに一審、二審で判断が分かれた裁判事例を詳しく解説していた

だきました。

　これらの判例から読み解けるパワハラを予防する指導法、組織のあり方の説明

があり、部下を指導する立場にある管理職の方々にはたいへん参考になる研修で

した。

②組織論からみたパワーハラスメント

　研修の最後に、濱先生からパワハラを生みやすい組織体質として、古くから続

く企業の慣習が個人の組織への依存度を高め、パワハラを生みやすい環境を作っ

ているとの助言をいただきました。この点を踏まえて、在宅やテレワーク、仕事

や権限・責任の範囲、キャリア・処遇の明確化、貢献度や成果の見える化によっ

て得られる組織から個人への分化とパワハラ組織体質からの脱却の方法を勧めて

いただきました。

内容

育児休業に関する手続き、制度の説明

体調、仕事負荷確認。育児休業中のスケジュール確認

育児休業中サポート。近況報告

復帰に向けてサポート。近況報告

体調、仕事負荷確認。復帰後のサポート
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一人当たり医療費推移

■糖尿病
■高血圧症

■高尿酸血症
■高脂血症

■合計

2019年度

2020年度

従業員（10/1時点）

388

399

扶養家族（9/17時点）

459

472

※同居も含むと接種人数は490名

※

接種人数

303

444

接種率

35.8%

51.0%

二酸化炭素濃度計空気清浄機 アクリル板非接触型体温
検知カメラ

手指消毒液

35 36
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